
大学改革推進等補助金交付要綱

平成１６年４月１日

文部科学大臣決定

（通則）

第１条 大学改革推進等補助金（以下「補助金」という ）の取扱いについては、補。

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下

「法」という ）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭。

和３０年政令第２５５号。以下「令」という ）に定めるもののほか、この要綱の。

定めるところによる。

（交付の目的）

、 、 （ 「 」 。）第２条 この補助金は 大学 短期大学及び高等専門学校 以下 大学等 という

において、大学等の教職員が行う主として教育改革を推進するための事業に必要な

経費を補助することにより、我が国の高等教育の活性化及び高度な人材育成に資す

ることを目的とする。

（補助金の交付の対象及び補助金の額）

第３条 文部科学大臣 以下 大臣 という は 次の各号に掲げる事業 以下 補（ 「 」 。） 、 （ 「

助事業」という ）を実施するために必要な経費のうち、それぞれ当該各号に掲げ。

（ 「 」 。） 、る補助金交付の対象として認める経費 以下 補助対象経費 という について

予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

一 大学等の教職員による主として教育改革を推進するために行う事業（以下「大

学改革推進事業」という ） 大学改革推進経費。

二 大学改革推進事業の選定に係る審査・評価、公表等に関する事業（以下「審査

・評価、公表等事業」という ） 審査・評価、公表等経費。

２ 次の各号に掲げる補助事業を行う者（以下「補助事業者」という ）は、それぞ。

れ当該各号に掲げるものとする。

一 大学改革推進事業 大学改革推進事業の代表者である大学等の長及び事業を推

進する教職員

、 （ 「 」 。）二 審査・評価 公表等事業 財団法人大学基準協会 以下 基準協会 という

３ 補助対象経費は、設備備品費、旅費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経

費とする。

４ 第１項の規定にかかわらず、第１３条第１項の規定により大学改革推進経費の交

付の決定が取り消された補助事業（以下「交付決定取消事業」という ）を行った。

補助事業者のうち、法第１１条第１項の規定に違反する行為を行った者が行う大学



改革推進事業については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定め

る期間、補助金を交付しない。

一 当該者が法第１１条第１項の規定に違反して、第１３条第１項第１号の規定に

より補助金の交付の決定が取り消された場合 第１３条第２項の規定により当該

交付決定取消事業に係る補助金の返還が命じられた年度の翌年度から２年間

二 当該者が法第１１条第１項の規定に違反して、第１３条第１項第２号の規定に

より補助金の交付の決定が取り消された場合 第１３条第２項の規定により当該

交付決定取消事業に係る補助金の返還が命じられた年度の翌年度から２年以上５

年以内の間で補助金の他の用途への使用の内容を勘案して相当と認められる期間

（申請手続）

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、大臣が別に定める期日までに、補助金

交付申請書（様式１、２）を大臣に提出しなければならない。

（交付の決定）

第５条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の

上、補助金を交付すべきものと認めたものについて、交付の決定を行い、補助金の

交付を受けようとする者に通知するものとする。

２ 大臣は、前項の交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。

３ 補助金の交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補助金交

付申請書が文部科学省に到達してから３０日とする。

（申請の取下げ）

第６条 前条第１項の通知を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、大

臣が別に定める期日までにその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならな

い。

（補助事業の変更）

第７条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費区分ごとに配分された額の変更をし

ようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書（様式３、４）を大臣に提出し、

その承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合については

この限りではない。

一 補助金の交付決定額及び各補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく、補助事

業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合

二 大学改革推進経費について、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各

補助対象経費の額を、１００万円又は補助金の交付決定額の３０％に相当する額



のいずれか高い額以内で増減する場合

三 審査・評価、公表等経費について、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことな

く、各補助対象経費の額を補助金の交付決定額の２０％に相当する額以内で増減

する場合

、 、 、２ 大臣は 前項の承認をする場合において 必要に応じ交付の決定の内容を変更し

又は条件を付すことができる。

（補助事業の中止又は廃止）

第８条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止（廃止）

承認申請書（様式５、６）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

（事業遅延の届出）

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届

（様式７、８）を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

（状況報告及び調査）

第１０条 大臣は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の状況

に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。

（実績報告書）

第１１条 補助事業者は、補助事業を完了（廃止の承認を受けた場合を含む ）した。

場合にあっては、その日から３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれ

か早い日までに実績報告書（様式９、１０、１１、１２）を大臣に提出しなければ

ならない。

２ 補助事業の実施期間内において、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了

した場合にあっては、大臣が別に定める日までに前項に準ずる実績報告書を大臣に

提出しなければならない。

３ 第１項の場合において、実績報告書の提出期限につき、大臣の別段の承認を受け

たときは、その期限によることができる。

４ 第２項に規定する補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合におけ

る実績報告書には、翌会計年度に行う補助事業に関する計画を記載した書面を添付

しなければならない。

（補助金の額の確定）

、 、第１２条 大臣は 前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けた場合において

その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の実施結果が補



助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

２ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、補助事業

に要した経費を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の

返還を命ずるものとする。

（交付決定の取消等）

第１３条 大臣は、第８条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各

号のいずれかに該当する場合には、第５条の交付決定の全部若しくは一部を取り消

し、又は変更することができる。

一 補助事業者が、法令、この要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若しくは

この要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をし

た場合

四 補助金の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合

２ 大臣は、前項の規定により第５条の交付の決定の取消しを行った場合には、交付

した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（知的財産権の報告）

第１４条 大学改革推進事業により得られた特許権その他の知的財産権を取得した場

合には、補助事業者は、速やかに知的財産権報告書（様式１３）を大臣に提出しな

ければならない。

（財産の管理等）

第１５条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という ）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の。

注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければ

ならない。

２ 取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれると

きは、大臣は、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額

を国に納付させることができる。

（財産の処分の制限）

第１６条 取得財産等のうち令第１３条第４号の規定により、大臣が定める機械及び

重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円を超える機械及び重要な器



具とする。

、 。２ 法第２２条に定める財産の処分を制限する期間は 大臣が別に定める期間とする

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された

、 （ 、取得財産等を処分しようとするときは あらかじめ財産処分承認申請書 様式１４

１５）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

４ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

（補助金の経理）

第１７条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、

その収支に関する帳簿を備え、その支出内容を証する書類を整備し、並びにこれら

の帳簿及び書類を当該全事業完了の年度の翌年度から５年間保存しておかなければ

ならない。

（審査・評価結果の報告）

第１８条 基準協会は、補助事業により審査・評価を行ったときは、速やかに、その

結果を大臣に報告しなければならない。

（事業結果報告書）

第１９条 補助事業者は、当該全事業を完了したときは、大臣が別に定める期日まで

に、事業結果報告書を大臣に提出しなければならない。

（報告の公表）

第２０条 大臣は、第１０条、第１１条及び前条の報告の全部又は一部を公表するこ

とができる。

（審査・評価の実施細目）

第２１条 基準協会は、補助事業における審査・評価の実施細目について定めなけれ

ばならない。

（その他）

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その

都度別に定めるものとする。



様式１－１（第４条関係）

年 月 日

〒文 部 科 学 大 臣 殿 所 属 大 学 等 の

本 部 の 所 在 地

所 属 大 学 等 名

職 名
フ リ ガ ナ

（記名押印又は署名）氏 名

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費 交付申請書）

大学改革推進等補助金交付要綱第４条の規定により、次のとおり大学改革推進等補助金（大学

改革推進経費）の交付を申請します。

プログラム名称 事業名称

事業の期間 平成 年度 ～ 平成 年度

事業推進担当者 計 名

フ リ ガ ナ

氏 名（年齢） 所 属 部 局 ・ 職 名 等役割分担（本年度の補助事業実施計画における分担事項）

（推進責任者）

フ リ ガ ナ

（電話番号、ＦＡＸ番号、ｅ－ｍａｉｌアドレス等）会計事務担当者 所 属 部 局 ・ 職 名 連絡先



様式１－２（第４条関係）

補助事業の目的

（全体）

（本年度）

本年度の補助事業実施計画

補 助 金 額

経 費 区 分 金 額（千円） 積 算 内 訳

設備備品費

補

助

旅費対

象

経

人件費費

事業推進費

その他

合 計



様式２（第４条関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）交付申請書

、 。財団法人大学基準協会寄付行為第４条の規定に基づき 別紙のとおり補助事業を実施します

ついては、下記のとおり補助金を交付して下さるよう、大学改革推進等補助金交付要綱第４

条の規定に基づき申請します。

記

国庫補助金交付申請額 円



様式２（第４条関係） （別紙１）

大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）額

経 費 区 分 金 額（千円） 積 算 内 訳

設備備品費

補

旅費

助

人件費

対

事業推進費

象

その他

経

費

合 計



様式２（第４条関係） （別紙２）

事 業 目 的

事 業 計 画



様式３（第７条第１項関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

所属大学等名

職 名 ・ 氏 名（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）

事業内容等変更承認申請書

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）について、事業内容を変更したい

ので、大学改革推進等補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１．プログラム名称

２．事業名称

３．事業の期間

４．推進責任者名（所属部局・職名）

５．交付決定額

６．変更の内容

７．変更の理由

８．その他



様式４（第７条第１項関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）

事業内容等変更承認申請書

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）について、事業内容を変更

したいので、大学改革推進等補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり申請し

ます。

記

１．交付決定額

２．変更の内容

３．変更の理由

４．その他



様式５（第８条関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

所属大学等名

職 名 ・ 氏 名（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）

に係る事業の中止（廃止）承認申請書

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）について、事業を中止（廃止）し

たいので、大学改革推進等補助金交付要綱第８条の規定により下記のとおり申請します。

記

１．プログラム名称

２．事業名称

３．事業の期間

４．推進責任者名（所属部局・職名）

５．事業期間中の補助金交付（予定）金額

年度 年度 年度 年度交付年度

交付(予定)金額

（ ）千円

６．本年度の補助金使用状況

①交付決定額

②支出済額 （利息額含む）

③未使用額 （返還金額）

７．事業中止（廃止）の発生年月日及びその理由

８．事業の中止（廃止）後講ずる措置

９．その他



様式６（第８条関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）

に係る事業の中止（廃止）承認申請書

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）について、事業を中止（廃

） 、 。止 したいので 大学改革推進等補助金交付要綱第８条の規定により下記のとおり申請します

記

１．本年度の補助金使用状況

①交付決定額

②支出済額 （利息額含む）

③未使用額 （返還金額）

２．事業中止（廃止）の発生年月日及びその理由

３．事業の中止（廃止）後講ずる措置

４．その他



様式７（第９条関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

所属大学等名

職 名 ・ 氏 名（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）に係る事業遅延届

平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）に係る事業の遅延について、大学

改革推進等補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１．プログラム名称

２．事業名称

３．事業の期間

４．推進責任者名（所属部局・職名）

５．補助事業の内容及び進捗状況

６．遅延理由

７．遅延に対して講じた措置

８．その他



様式８（第９条関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）に係る事業遅延届

（ 、 ） 、平成 年度大学改革推進等補助金 審査・評価 公表等経費 に係る事業の遅延について

大学改革推進等補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１．補助事業の内容及び進捗状況

２．遅延理由

３．遅延に対して講じた措置

４．その他



様式９－１（第１１条第１項関係）

年 月 日

〒文 部 科 学 大 臣 殿 所 属 大 学 等 の

本 部 の 所 在 地

所 属 大 学 等 名

職 名
フ リ ガ ナ

（記名押印又は署名）氏 名

）実績報告書平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費

（ 収 支 決 算 報 告 書 ）

プログラム名称 事業名称

事業の期間 平成 年度 ～ 平成 年度

事業推進担当者 計 名

フ リ ガ ナ

氏 名（年齢） 所 属 部 局 ・ 職 名 役割分担 等（本年度の補助事業実施計画における分担事項）

（推進責任者）

フ リ ガ ナ

（電話番号、ＦＡＸ番号、ｅ－ｍａｉｌアドレス等）会計事務担当者 所 属 部 局 ・ 職 名 連絡先



様式９－２（第１１条第１項関係）

費 目 別 収 支 決 算 表

交 付 決 定 額 実 支 出 額
経 費 区 分 備 考

金額（千円） 積 算 内 訳 金額（円） 内 訳

設備備品費

補 旅費

助

人件費

対

事業推進費

象

その他

経

費

合 計



様式１０－１（第１１条第１項関係）

年 月 日

〒文 部 科 学 大 臣 殿 所 属 大 学 等 の

本 部 の 所 在 地

所 属 大 学 等 名

職 名
フ リ ガ ナ

（記名押印又は署名）氏 名

）実績報告書平成 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進経費

（補助事業実績報告書）

プログラム名称 事業名称

事業の期間 平成 年度 ～ 平成 年度

事業推進担当者 計 名

フ リ ガ ナ

氏 名（年齢） 所 属 部 局 ・ 職 名 役割分担 等（本年度の補助事業実施計画における分担事項）

（推進責任者）

補助金交付額 千円



様式１０－２（第１１条第１項関係）

補助事業実績の概要

補助事業に係る具体的な成果

(注) 交付申請書の「補助事業の目的 「本年度の補助事業実施計画」と対応させて分かりやすく記」、

入すること。



様式１１（第１１条第１項関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）実績報告書

（ 収 支 決 算 報 告 書 ）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）について、大学改革推進等

補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、別紙のとおり実績を報告します。



様式１１（第１１条第１項関係） （別紙）

費 目 別 収 支 決 算 表

交 付 決 定 額 実 支 出 額
経 費 区 分 備 考

金額（千円） 積 算 内 訳 金額（円） 内 訳

設備備品費

補 旅費

助

人件費

対

事業推進費

象

経 その他

費

合 計



様式１２（第１１条第１項関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）実績報告書

（ 審 査 ・ 評 価 、 公 表 等 実 績 報 告 書 ）

平成 年度大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）について、大学改革推進等

補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、別紙のとおり実績を報告します。



（別紙）様式１２（第１１条第１項関係）

審査・評価、公表等実績の概要

審査・評価、公表等に係る具体的な成果

補助金交付額 千円



様式１３（第１４条関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

所属大学等名

職 名 ・ 氏 名（記名押印・又は署名）

大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）に係る知的財産権報告書

大学改革推進等補助金 による事業で得られた成果に係る知的財産権に（大学改革推進経費）

ついて、大学改革推進等補助金交付要綱第１４条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１．プログラム名称

２．事業名称

３．事業の期間

４．推進責任者名（所属部局・職名）

５．事業期間中の補助金交付（予定）金額

交付年度 年度 年度 年度 年度

交付（予定）金額

（千円）

６．知的財産権の取得状況

知的財産権の内容 発明者等 権利者 知的財産権の種類、番号 出願年月日 取得年月日

７．その他



様式１４（第１６条第３項関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

所属大学等名

職 名 ・ 氏 名（記名押印又は署名）

大学改革推進等補助金（大学改革推進経費）に係る財産処分承認申請書

大学改革推進等補助金 に係る財産処分について、大学改革推進等補助（大学改革推進経費）

金交付要綱第１６条第３項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１．プログラム名称

２．事業名称

３．事業の期間

４．推進責任者名（所属部局・職名）

５．事業期間中の補助金交付（予定）金額

交付年度 年度 年度 年度 年度

交付（予定）金額

（ ）千円

６．処分しようとする財産及びその内容

財産の名称 仕様 数量 取得時の価格 処 分 内 容取得年月日

７．処分の理由及び処分予定年月日

８．処分の相手方（住所、氏名、使用場所及び目的）

９．処分の条件

10．その他



様式１５（第１６条第３項関係）

年 月 日

文部科学大臣 殿

財団法人大学基準協会

会 長 名

（記名押印又は署名）

大学改革推進等補助金（審査・評価、公表等経費）に係る財産処分承認申請書

大学改革推進等補助金 に係る財産処分について、大学改革推進（審査・評価、公表等経費）

等補助金交付要綱第１６条第３項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１．今年度までの補助金交付状況

交付年度 年度 年度 年度 年度

交付（予定）金額

（ ）千円

２．処分しようとする財産及びその内容

財産の名称 仕様 数量 取得時の価格 処 分 内 容取得年月日

３．処分の理由及び処分予定年月日

４．処分の相手方（住所、氏名、使用場所及び目的）

５．処分の条件

６．その他
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